
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 9月 8日 第 28‐16号 

 

 

 

 

 

 

 

       『婚活支援サイト IT ナビ』会員募集中！ 
県境を越えて独身者の婚活を支援します♪ 「ITナビ」で検索！ 

問 市民活動課（内線 133）      ⑪ページ  ②ページ    「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です 

 

            ② 2つの臨時福祉給付金のお知らせ              
 

 
平成 28年度臨時福祉給付金 障害・遺族年金受給者向け給付金 

趣旨 

消費税率の引上げに際し、所得の低い

方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時

的な措置として平成28年10月1日～平成

29年 3月 31日までの 6か月分、3千円を

支給します。 

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金

引上げの恩恵が及びにくい低所得の障

害・遺族基礎年金受給者を支援するため、

社会保障・税一体改革の一環として平成

29年度から実施が予定される年金生活者

支援給付金の前倒し的な位置づけになる

ことも踏まえ、個人消費の下支えにも資す

るよう、低所得の年金受給者等を対象に 3

万円を支給します。 

支給対象者 

平成 28年度分の住民税が課税されて

いない方 

※平成 27年中の収入申告になります。 

ただし、住民税において、課税者の扶 

養となっている場合や生活保護の方 

などは対象外となります。 

未申告の方は、税務課へ申告していた 

だき、非課税となれば対象となります。 

左記の条件に該当する方で、障害基礎年

金または遺族基礎年金を受給している方 

 ※平成 28年 5月分の年金受給がある方 

 ただし、「高齢者向け給付金」が支給さ  

れた方は重複するため対象外となります。 

支給額 一人につき 3千円（1回限り） 一人につき 3万円（1回限り） 

基準日 
平成 28年 1月 1日 

基準日時点で住民票が笠間市にある方が対象です。 

受付 受付は郵送で行うほか、社会福祉課および各支所福祉課の窓口で受付けます。 

申請期間 9月 7日（水）～平成 29年 2月 15日（水） 

申請書類 
該当する方には、9月 6日（火）に申請書を郵送しています。 

書類が届いてから申請してください。 

添付書類 

①本人確認書類（必ず対象者全員分の確認 

書類が必要です。） 

マイナンバーカード、住民基本台帳カード、

運転免許証、旅券、健康保険証等の写しの

うちいずれかひとつ  

（外国人の方の本人確認書類は、在留カー

ド、特別永住者証明書等となります。） 

※マイナンバー通知カードは証明書には

なりませんのでご注意ください。 

②指定した口座が確認できる書類（申請者  

名義の口座） 

金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）

がわかる通帳やキャッシュカードの写し 

（申請書に記載されている、昨年度と同じ

金融機関口座への振込を選んだ場合は、口

座の書類を添付する必要はありません。） 

左記の①②および障害･遺族基礎年金の受

給が確認できる書類 

（年金証書、年金額改定通知書の写し等） 

 

市町村から送付（受取）された申請書の年

金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺

族基礎年金受給者向け）欄にあらかじめ○

（該当）がついている場合は、必要ありま

せん。） 

問 社会福祉課（内線 180）、笠間支所福祉課（内線 72134）、岩間支所福祉課（内線 73174）                                                                                

 

         ㉖プリンせっけんづくりの参加者を募集します             
 
日時 10月 4日（火）午前 10時～11時 30分 

会場 社会福祉協議会笠間支所（笠間市石井 717） 

講師 「ゴミを考える会」会員  

内容 プリンせっけんづくり 

定員 20名（先着順） 

参加費 200円 

持ち物 エプロン、マスク、ゴム手袋、ふた付ポリバケツ（5リットル）      

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 9月 27日（火） 

申・問 社会福祉協議会ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626 

「第一火曜日の会」 

毎月第一火曜日は、講話やレクリエーション、研修会、お話会などを行い、福祉を一層理解し

てもらう日としています。ぜひご参加ください。 

 

 
         ㉗赤十字健康生活支援講習の参加者を募集します                  
  
日本赤十字社は、「苦しんでいる人を救いたいという思いを集結し、いかなる状況下でも、人

間のいのちと健康、尊厳を守る」という使命を掲げて、講習を通して救急法などの普及に取り組

んでいます。今回は、高齢者が自立して生活できることをめざした、地域における支援や介護の

知識と技術について学びます。皆さんの受講をお待ちしています。 

日時 10月 28日（金）～30日（日）午前 9時 30分～午後 4時 

※3日間で 1つの講習です。 

※検定時間を含みます。 

会場 日本赤十字社茨城県支部（水戸市小吹町 2551） 

対象 15歳以上 

参加費 900円（教材費、保険料など） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 10月 27日（木） 

受付時間 午前 9時～午後 5時（土・日・祝日を除く） 

申・問 日本赤十字社茨城県支部 ℡029-241-4516 

     ㉘第 35回 IBARAKIウォ－クフェスティバルの参加者を募集します                 
  
日時 10月 29日（土）午前 8時～正午（予定）※小雨決行 

集合場所 笠間小学校（笠間市笠間 2689-1） 

コ－ス 笠間小→笠間稲荷神社前→日動美術館前→大黒石→笠間芸術の森公園南ゲート前→ 

笠間小（関東ふれあいの道№4を含む全行程 約 8キロメートル） 

※ゴール後、完歩証、記念品を受け取り、自由解散となります。 

定員 300名（先着順） 

参加費 無料 

持ち物 昼食、飲み物、雨具、レジャーシート等 ※昼食会場に椅子などはありません。 

申込方法 住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、メールアドレスを明記のうえ、はがき、 

FAXまたはメールでお申し込みください（受付完了者にはハガキで通知します）。 

申込期限 10月 7日（金）必着  

申・問 茨城県自然歩道利用促進協議会事務局 ℡ 029-301-2946 FAX 029-301-2949 

    メール sizenhodo18@yahoo.co.jp 〒310-8555 水戸市笠原町 978-6 


